
特定非営利活動法人EDCF定款

第 1章 総 則

(名 称 )
第 1条  この法人は、特定非営利活動法人EDCFと いう。

〈事務所)

第 2条  この法人は、主たる事務所を東京都江戸川区清新町二丁目4番 2‐ 203号
にヨ[く 。

(日

第 3条
的 )

本法人は、国籍や言語、文化、宗教に日係なく、広く一般市民を対彙として、

外国籍 くまたは外国にルーツを持つ沐
:以下同じ)居住者と日本人居住者双方の

絆を深め、現代の日本における多文化共生社会の実現に貢献することを目的と

する。具体的な活動として、地域の外国籍居住者には日本で生活していく上で

必要な情報 (ゴ ミ出しや、防災に関する知臓および子どもの教育に関する情報

等)の習得や日本目を学ぶ機会を提供し、外国籍居住者との共生に悩んでいる

地域の日本人居住者へは、外国籍居住者と歩み害り、よりよい日常を築いてい

くためのサポー ト体鋼の構築などを想定している。

(特定非営利活動の種類 )

第 4条  この法人は、前条の目的を違成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)口瞭協力の活動

(2)社会教育の推進を回る活動

(3)子どもの健全育成を回る活動

(4)環境の保全を回る活動

(5)保健、医療又は福社の増進を回る活動

(6)地域安全活動

(8)ま ちづくりの推進を目る活動

(9)経済活動の活性化を目る活動

(10)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を回る活動

(11)人権の擁饉又は平和の推進を回る活動

(12)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助

の活動

(事業の種類 )

第 5条  この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業とし
て、次の事業を行う。

(1)進学相談および手続き支援事業

(2)日 本語教育事業

(3)生活理解促進事業
(4)防災・医療・福祉への意識啓発事業

(5)地域社会との交流事業
(6)異文化理解・交流事業
(7)その他目的を違成するために必要な事業
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2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1)地域のまつりやイベント等への出店事業
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3 前項に掲げる事業は、第 1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、そ
の利益は、第 1項に掲げる事業に充てるものとする。

第 2章 会 員

〈種 別 )
第 6条  この法人の会員は、次の 2種 とし、正会員をもつて特定非営利活動促進法 〈以
下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同 して入会 した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同 じ賛助するために入会 した個人及び団体

(入 会 )
第 7条 会員の入会について、特に条件は定めない.
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、
理事長に申し込むものとする。

3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限 り、入会を認め
なければならない。

4 理事長は、第 2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書
面をもつて本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費 )

第 8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入する必要はない。

(会員の資格の長失)

第 9条 会員が次の各号の一に敲当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本 人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したと

き。

(3)除名されたとき。

(退 会 )
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ
とができる。

〈除 名 )
第11条  会員が次の各号の一に散当する場合には、総会の議決により、これを除名す

ることができる。

(1)この定飲に違反したとき。

(2)こ の法人の名書を■つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当議会員に弁明

の機会を与えなければならない。
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第 3章 役 員

〈種別及び定数 )

第12条  この法人に、次の役員を置 く。
(1)理事  3人 以上 7人 以内
(2)監事  1人 以上 2人以内
2 理事のうち 1人 を理事長とし、 1人以上 2人以内を副理事長とする。
(選任等 )

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互遭とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配儡者若しくは 3親等以内の
親族が 1人 を超えて含まれ、又は当腋役員並びにその配偶者及び3親等以内の親
族が役員の総数の 3分の 1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに議当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務 )
第 14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない.
3 ■理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたと
きは、理事長があらかじめ指名した順序によつて、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定歌の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、
この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為
又は法令若しくは定歓に違反する菫大な事実があることを発見した場合には、

これを総会又は所轄庁に報告すること.

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述
べること。

〈任期等 )

第15条  役員の任期は、 2年 とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現
任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務
を行わなければならない。

(欠員補充 )

第16条  理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたときは、運滞
なくこれを補充しなければならない。
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〈解 任 )
第17条  役員が次の各号の一に腋当する場合には、総会の目決により、これを解任す
ることができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に増えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があつたとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当腋役員に弁明
の機会を与えなければならない。

(報酬等 )

第 18条 役員は、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報目を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前 2項に関し必要な事項は、総会の■決を経て、理事長が別に定める。

第 4章 会 議

(種 別)
第19条  この法人の会議は、総会及び理事会の 2種 とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第20条 総会は、正会員をもつて構成する。

(総会の権能 )

第21条 総会は、以下の事項について餞決する。
(1)定軟の変更

(2)解散及び合併
(3)会 員の除名

(4)事業計画及び予算並びにその壼更

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任及び解任

(7)役員の職務及び報酬

(3)入会金及び会費の額

(9)資産の管理の方法

(10)借入金 (その事業年度内の収益をもつて償還する短期借入金を除く。第47条

において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11)解散における残余財産の帰ロ

(12)事務局の組織及び運営

(13)その他運営に目する菫姜事項

(総会の開催 )

第22条  通常総会は、毎年 1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の 5分の 1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求

があつたとき。

(3)監事が第14条第 5項第 4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集 )

第23条 総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、理事長が招集する。

‘
４



2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による情求があったときは、そ
の日から30日 以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときには、会饉の日時、場所、目的及び審議事項を口載した書
面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日 前までに通知しなければな

らない。

(総会の議長 )

第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数 )

第25条 総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ日会することはできない。

(総会の諄決 )

第26条 総会における臓決事項は、第23条第 3項の規定によつてあらかじめ通知した
事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をも
って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正

会員全員が書面又は電磁的口録により同意の意思表示をしたときは、当談提案を

可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(総会での表決権等)

第27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された

事項について書面若しくは電磁的方法をもつて表決し、又は他の正会員を代
理人

として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用については、

総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害目係を有する正会員は、その議事の議決に加

わることができない。

(総会の議事録 )

第28条  総会の臓事については、次の事項を

“

載した議事録を作成しなければならな

い 。

(1)日 時及び場所

(2)正会員総数及び出席者敏 (書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委

任者がある場合にあっては、その数を付諷すること。 )

(3)審臓事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の遭任に目する事項

議事録には、議長及び総会においてヨ任された臓事録署名人 2人が、口名押印

又は署名しなければならない。

前 2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意

思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合にお
いては、次

の事項を調載した議事録を作成しなければならない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数

2
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(4)議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

(理事会の構成)

第29条 理事会は、理事をもつて構成する。

(理事会の権能 )

第30条 理事会は、この定軟に別に定める事項のほか、次の事項を出決する。
(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催 )

第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 2分の 1以上から理事会の目的である事項を

“

載した書面によリ

招集の請求があつたとき。

〈理事会の招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2号の規定による請求があつたときは、その日から14日 以内
に理事会を招集しなければならない.

3 理事会を招集するときは、会饉の日時、場所、目的及び審■事項を出載 した書
面又は電磁的方法により、日催の日の少なくとも5日 前までに通知しなければな

らない。

(理事会の議長)

第 33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決 )

第34条  理事会における議決事項は、第32条第 3項の規定によつてあらかじめ通知し
た事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。

(理事会での表決権等)

第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された
事項について書面をもつて表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理
事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害田係を有する理事は、その臓事の議決に加
わることができない。

(理事会の餞事録 )

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した醸事録を作成しなければなら
ない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 〈書面表決者にあつては、その旨を付肥

すること。 )
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)審議事項
)■事の経過の概要及び議決の結果
)臓事録署名人の選任に関する事項

2 ■事録には、議長及びその会議において選任された籠事録署名人 2人が口名押
印又は署名しなければならない。

第 5章 資 産
(資産の構成)

第37条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。
(1)設立当初の財産目録に

“

載された責産

(2)入金金及び会費

(3)寄附金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(資産の区分 )

第38条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に目する責産、その他の事業
に関する責産の 2種 とする。

(資産の管理 )

第39条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事
長が別に定める。

第 6章 会 計

(会計の原則 )

第40条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従つて行わなければならな
い。

(会計の区分 )

第41条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の 2
種とする。

(事業年度 )

第42条  この法人の事業年度は、毎年 4月 1日 に始まり、翌年 3月 31日 に終わる。

(事業計口及び予算 )

第43条  この法人の事業計口及びこれに伴う予算は、毎事業年度、理事長が作成し、
総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第44条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の目決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収

益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

Ｑ
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〈予算の追加及び更正 )

第45条  予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の腋決を経て、既定予
算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第46彙  この法人の事業報告書、活動計算書、賃借対照表及び財産目録等決算に目す
る書類は、毎事業年度終了後、速やかに。理事長が作成し、監事の監査を受け、

総会の議決を経なければならない。

2 決算上綱余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする.

(臨機の措置 )

第47条 予算をもつて定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を
し、又は権利の放業をしようとするときは、総会の臓決を経なければならない。

第フ章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更 )

第48条  この法人が定歌を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4分の
3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第 3項に規定する事項について

は、所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定歌を責更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない
事項を除く。)し たときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散 )
第49条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の 3以
上の議決を経なければならない。

3 第 1項第 2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なけ
ればならない。

〈残余財産の帰属 )

第50条  この法人が解散 (合併又は破産手続日始の決定による解散を除く。)し たと
きに残存する財産は、法第11条第 3項に掲げる者のうち、総会において議決し

たものに譲渡するものとする。

(合 併 )
第51条  この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の 3以

上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
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第 8章 公告の方法

〈公告の方法 )

第52条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して
行う。ただし、法第28条の 2第 1項に規定する賃借対熙表の公告については、

この法人のホームページにおいて行う。

第 9章 事務局

(事務局の設置)

第53条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができ
る。

2 事務局には、事務局長及び必要な議員を置くことができる。

(職員の任免)

第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営 )

第55条 事務局の組織及び運営に日 し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別

に定める。

第10章 雑 則

(細 則 )
第56条  この定軟の施行について必要な綱則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ

を定める。

附 則
1 この定軟は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長     寺坂 め ぐみ
副理事長    黒飛 亜妃子
副理事凛I        PURA‖ lK  PRIYⅢ KA

理 事     大目 絵里
理  事          RATHORE  ViJAY  LAXl:

監 事     新村 幾子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第 1項の規定にかかわらず、この法

人の成立の日から令和 9年 6月 30日 までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立

の日から令和 9年 3月 31日 までとする。

5 この法人の設立当初の事業計日及び予算は、第43条の規定にかかわ らず、設立総

会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわらず、次に掲げ

る額とする。

(1)入金金 正会員 (個人・団体 )
(2)年会費 正会員 〈個人・団体 )

賛助会員 (個人・団体) 0円
費助会員 (個人)0円

賛助会員 (団体)1口 5000円 (1口 以上 )

０
一

0円

0円



書式第 1号 (法第 10条 。第 23条関係)
設立・役員変更用

役 員 名 簿 (額名級 びmの うち籠 観 け
“

の名簿)

特定非営利活動法人EDCF

1 確認事項 (法第 20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

ビ以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
自各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
(どちらかにO)

(フ リガナ)
報酬の有無
(ど ちらかにO)

役職名等
氏   名

1 監事

テラサカ メグミ
有・饉 状表理事長

寺坂 めぐみ

2 監事

クロトビ アキヨ

黒飛 亜紀子
有 。⑩ 副理事長

3 監事

プラニク プリ
ヤンカ

有・● 副理事久PURANIK

PRIYAN・KA

4 監事

ttz+ -t)
 

有・螢 理事

大関 絵里

5 監事

ラ トール ヴィジェ
イ ラクシュミ

有・螢 理事
RATHORE VIJAY

LAXII

6 理事

シンムラ イクコ
有・饉 監事

新村 幾子

7 理事・監事 有・無

8 理事・監事 有 。無

9 理事・監事 有・無



書式第8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款変更用

2026年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人EDCF
l 事業実施の方針
令和8年度は、進学相談および手続き支援事業、日本語教育事業、地域社会との交流事業、防災・医

療・福祉への意識啓発事業、また、生活理解促進事業の 5事業について、自治会や地域の施設と連携し、

開催を行っていく。このうち、ひとつの事業を、少なくとも2か月に 1回は実施することを目指す。異文

化理解・交流事業については、可能であれば年度中に 1回実施する。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【 86 】千円 )
定訳に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数 膚雪暮範囲

受査_
対象者
人数

事業費
(千円)

進学相談およ

事羹続
き支援

公

"」́
「

Sこ′」ヽ 字校 の人
の

説
くす く
まスクール 行 )
購
イ

た 入

名 ― ト バミ

ン

4月
5月
11月
2月
3月

江戸川区
内の社会
福祉菫設
また清新
町コミュ
ニティ会
館等の公
共施設

5名
江戸川区
部葛西南

居住者
15名

11

進学相談およ
び手続き支援
事業

Rそ曇緊的雇
の先生や経験
に協力しても
る。

懺受験につ

唇芳み豪選
らい提供す

11り」 江戸川 区
内の社会
福祉施設
また清新
町コミュ
ニティ会
館等の公
共施設

3名 江戸川 区
部
層諄

5名

0,5

日本語教育事
業ノ異文化理
解・交流事業

日本語サロンの実施
供向けには絵本の読
かせ、また、参加者同

曇す砦藷l言fよ。ア

(子
み聞
士で
きる

8月
11月
3月

江戸川区
内の社会
福祉施設
また清新
町コミュ
ニティ会
館等の公
共施設

3名
江戸川区
部葛西南

居住者
15名

12

生活理解促進
事業 ガi妙レキ・′査事畢轟蒙4月

:[il′ =■り11E菫 :
内の社会
福祉施設
また清新
町コミュ
ニティ会
館等の公
共施設

3名

江 戸川 区

慧雇薯部
10名

1

生活理解促遷
事業

目転 軍ルール字習教至 5月 交通公園
または江
戸川区内
の社会福
祉施設、
清新町コ
ミュニテ
ィ会館等
の公共施
設

5名 江戸川区
葛西南部
居住者

10名 6

のサ

の

学用
´
つ



防災。医療・福
祉への意識啓
発事業

裏査撃:墨ぞ鷹謀奇蒼〉
ベントの実施、地域合同
防災訓練の参加

6月
9月
12月 18
日 (金 )
1月

瑠鑑事
また清新
町コミュ
ニティ会
館等の公
共施設、
区内の公
立教育機
関

3名
江戸川区
葛西南部
居住者

30名 18

髪締鞍と
の
意見交換会の実施

7月
10月
2月

江戸川区
内の社会
福祉施設
また清新
町コミュ
ニティ会
館等の公
共施設

3名

江戸川区
葛西南部
の 居 住
者、施設、
区役所の
職員

10名 3

饗朧
とのわがまち清新イベン トの
参加 (運営協力)

10月 4
日 (日 )

コーシ
ハイム
地、清
プラザ
地

ヤ

団
新
団

5名 江戸川区
部葛西南

居住者

5(Ю 名

0

異文化理解・
交流事業

浴衣 (着物)やサリーの着
付け体験

7月

tfFrttla
fTa)lL+
Eirt Gt
*lcHfflT=i-
=7 -t*.G+AA
JtrSiq

3名

江 戸 川 区

葛西南部
居住者

10名

2

異文化理解・
交流事業

イン ドダンスゃヨガの体
験

9月 江 戸 川 区

内の臨海
町 コミュ
ニテ ィ会
館等の公
共施設

2名 江 戸川 区

葛西南部
居住者

10名

5

異文化理解 。

交流事業
東京ヤマソン参加 10月 都内山手

線エリア
2名

江戸川 区

葛西南部
居住者

4名

14

異文化理解
交流事業 籍

文化共生交流会の実 2月

江 戸川
区 内 の
社 会 福
祉 施 設
また清
新 町 コ
ミュニ
=●
 ′ △
ノ 4‐

館 等 の
公 共施
設

2名

江 戸 川
区 葛 西
南 部 居
住者

20名

6,5

晏嘉警翼解
・日本や諸外国の料理教
室の実施

11月

江 戸 川
区 内 の
清 新 町
コ ミュ

ー  ノ  4

会館 等
の 公 共
施設

5名

江 戸川
区葛 西
南 部居
住者

10名
7



(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 15  】千円)
定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

地域のまつり
やイベント等
への出店事業

えどインフェスに出店。

2月 また
は 3月

新田6号
公園

5名 15



書式第 8号 (法第 10条 。第25条関係)

設立・定款変更用

2027年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動去人EDCF
l 事業実施の方針
令和 9年度は、進学相談および手続き支援事業、日本語教育事業、地域社会との交流事業、防災。医

療・福祉への意識啓発事業、生活理解促進事業また、異文化理解・交流事業の計6事業について、ひとつ

の事業を、少なくとも1か月半に 1回は実施することを目指す。定期開催を目指す事業内容 (日本語サロ

ンなど)については、前年度以上の効率的な開催、より多くの居住者、協力者、協力団体への周知を目指

す。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【 124,5 】千円 )
定歌に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益|

対象者
人数

事業費
(千円)

彗曇場馨妻贔

板の人
|の入固
4月
5月
11月
2月
3月

江戸川区
内の社会
福祉施設
また清新
町コミュ
ニティ会
館等の公
共施設

5名
江戸川区
葛西南部
居住者

20名
11

進学相談
び手続き
事業

およ
支援

=モ

曇緊肖思層尋警 |こ墨
の先生や経験済みの家庭
に協力してもらい提供す
る。

lT刀 江戸川区
内の社会
福祉施設
また清新
町コミュ
ニティ会
館等の公
共施設

3名 江戸川 区
部層麗薯
10名

0,5

日本語教育事
業 /異 文化理
解・交流事業

日本語サロンの実施 (子
供向けには絵本の読み閲

糞蔓ャ戯葬g腫早曹慧
ような内容にする。)

隔月

江戸川 区
内の社会
福祉施設
また清新
町コミュ
ニティ会
館等の公
共施設

3名
江戸川区
葛西南部
居住者

30名
24

生活理解促進
事業 ガiルヽ′査撃誓」習 4月

江戸川区
内の社会
福祉施設
また清新
町コミュ
ニティ会
館等の公
共施設

3名

江戸川
高西南
居住者

区
部
10名

1

年盾理解促燿
事業

目転車ルール学習教重 5月 交通公園
または江
戸川区内
の社会福
祉施設、
清新町コ
ミュニテ
ィ会館等
の公共施
設

5名 江戸
葛西
居住

川区
南部
者

15名 6

il

行ス
た
名
ン

ル登 の
●́
■~用 ヽ

・
ト二́〉 の サ ′ヾ



防災。医療・福

難拿奨意
識啓装査野 繁ご畠 艦ベントの実施、地域合
防災訓練の参加

)、

イ
同

6月
9月
12月
1月

江戸川 区
内の社会
福祉施設
また清新
町コミュ
ニティ会
館等の公
共施設、
区内の公
立教育機
関

3名
江戸川区
部葛西南

居住者
50名 18

地域社会との
交流事業 意見交換会の実施

7月
10月
2月

江戸川区
内の社会
福祉施設
また清新
町コミュ
ニティ会
館等の公
共施設

3名

江戸川区
葛西南部
の 居 住
者、施設、
区役所の
職員

10名 3

髪緻
とのわがまち清新イベン トの
参加 (運営協力)

10月 コー シヤ
ハイム団

リン季薔
地

5名 江戸川 区
葛西南部
居住者

500名

0

地域位含との
交流事業

コ

他
区
え
進
加

冠傷亀網
|ま

r駆 催
、ゴミ拾い、火災防止促
(火の用心)活動の参

5月
11月
1月

コー シヤ
ハイム団
地など江
戸川区葛
西南部

3名 江戸川区
葛西南部
居住者

15名

0

地域社会との
交流事業

コーシャハイムロ治会や
他団体の子供向けイベン
ト(門松、クリスマスツリ

の舞
手巻き寿司作り)

12月
3月

コーシヤ
ハイム自
治会集会
室など江
戸川区葛
西南部

3名 江戸川 区

葛西南部
居住者

20名

0

地域社会との
交流事業

葛西雨部で行われ るスボ

天多?通婚フ則孵境
てヽイ3月 石西雨部

のスポー
ツ施設

3名 江戸川 区

管理薯部
1∞0名

0

異菱鮨彗難
浴衣 (着物)やサリーの着
付け体験

7月

江戸川区
内の社会
福祉施設
また清新
町コミュ
ニティ会
館等の公
共施設

3名

江 戸 川 佐

懲麗薯部
10名

2

異文化理解
交流事業

インドダンスやヨガの体
験

9月 江戸川区
内の公共
施設

2名
薔唇響昂
居住者

10名

5



異文化理解・
交流事業 東京ヤマソン参加 10月 都内山手

線エリア
2名

江戸
葛西
居住

リ 区
部南
ヨ
`́Fi

8名

28

暴斎讐翼
解 多文化共生交流会とパ
勇艦
―マンス発表会の9月2月

江 戸 川
区 内 の

社 会 福
祉 施 設
また清
新 町 コ
ミュニ
テ ィ会
館 等 の
公 共施
設

2名

江 戸 川
区 葛 西
南 部 居
住者

40名

13

暴益些肇解
英語 リーディング講座

肇産
はインド数学学習10月

江 戸川
区 内 の
社 会福
祉 施設
また公
共施設

2名

江 戸 川

区葛 西
南部居
住者

5名
1

異文
交流些野

日本や諸外国の料理教
室の実施

11月

江 戸 川
区 内 の
清 新 町
コ ミュ
ー手 ′
蚕畜 肇
の公 共
施設

5名

江 戸 川

区葛 西
南 部居
住者

20名 12

(2)その他の事業 (事業費の総費用【 15  】千円)
定訳 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

地域のまつり
やイベント等
への出店事業

えどインフェスに出店。

2月 また
は 3月

新田 6号
公園

5名 15



書式第 10号 (法第 10条・第 25条関係)令和 8年度 活動予算書 (その他事業がある場合 )

特定非営利活動法人 E∝F

【B】 経 常 費 用

(単位 :円 )

科 日 特定非営利活動に係る事業 その他事業 合計

金   額 小計・合計 金  額 小計・合計

【A】 経 常 収 益

1経 常 収 益 計

30.000

30.αЮ 0 30,000

60,000

0

60.000 0 60,000

0 0 0

0

80,000

80.000 30.000 110,000

0 0 0

170,000 30.000 200.∝Ю

1 事業費

(1)人件費

給料手当

役員報酬

退職綸付費用

福利厚生費

(2)その他経費

会議費

旅費交通費

謝金

消耗品費

印刷製本費

支払手数科

売上原価

事業費計

0

0

0

0

0

0

()

0

0

0

0

0

0

0

0

15.000

6,000

30,(X)0

10,∞0

10,OX)0

15,(渕Ю

86.ЮK】) 15.000 101,000

86.CK】D 15,0∞ 101,000

|

|

|

|

|

|

|

|

[

30,0001
|

ol

|

01

l

||

10.0001

5,0001

|



2 管理費

(1)人件費

役員報酬

給料手当

退職給付費用

福利厚生費

(2)その他経費

消耗品費

水道光熱費

通信運搬費

地代家賃

旅費交通費

減価償却費

支払手数料

管理費計

0

0

0

0

0 0 0

10,000

0

13,000

0

2.000

0

1,500

26.500 0 26.500

26.5(X) 26.500

112.500 15.000 127.5(Ю

当 期 経 常 増 減 額 【A】 ― 【B】 ① 57.500 15,000 72,500

【C】 経 常 外 収 益

経 常 外 収 益 計

0

0

【D】 経 常 外 費 用

経 常 外 費 用 計

0

0

0

当 期 経 常 外 増 減 額 【C】 ― 【D】 ②

経 理 区 分 振 替 額 ・・・③ ―IS、σワ。

税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+②+③・

次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ④―⑤+⑥

Jr.boc S?ffi う■群0" 72,500

70,000

0

2,500

常 費 用 計

※以下の事業での収益を指す。

進学相談および手続き支援事業収益

日本語教育事業収益

生活理解促進事業収益

防災・医療・福祉への意識啓発事業収益

地域社会との交流事業収益

異文化理解・交流事業収益

地域のまつりやイベント等への出店事業収益

|

|

|

|

|

|

|

|

|

____」

l



書式第 10号 (法第 10条 。第 25条関係)令 和 9年度 活動予算書 (その他事業がある場合 )

特定非営利活動法人 EDCF

(単位 :円 )

【B】 経 常 費 用

1 事業費

(2)そ の他経費

会議費

旅費交通費

謝金

24,000

9,500

50,000

その他事業時定非営利活動に係る事ヨ 合計科 目

金  額 小計・合計 金   額 小計・合計

30,000

30,000

30.000

100,000

0

1∞.0∞ 100,000

30.000 110,000

0

80,000

80.000

30,000

0

210.000 30.000 240.000

【A】 経 常 収 益

経 常 収 益 計

０

　

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０

　

０

(1)人件費

給料手当

役員報酬

退職給付費用

福利厚生費

124. 15, 139,500

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0

0

0

0

|

|



消耗品費

印刷製本費

支払手数料

売上原価

15,000

15,000

11,∝ )0 10,000

5,000

事業費計

常 費 用 計

139,500124.500 15.000

26,000

10,000

0

12,000

0

1,500

0

1,500

1,000

2● 000

26,00026.(X)0

(1)人件費

役員報酬

給料手当

退職給付費用

福利厚生費

(2)その他経費

消耗品費

水道光熱費

通信運搬費

地代家賃

旅費交通費

減価償却費

支払手数料

会議費

管理費計

2 管理費

15.(舶 165.5()0150.

15.0(Ю 74,50059.500①当 期 経 常 増 減 額 【A】 ―【B】

【C】 経 常 外 収 益

経 常 外 収 益 計

【D】 経 常 外 費 用

経 常 外 費 用 計

②当 期 経 常 外 増 減 額 【C】 ― 【D】

 ́|し 、。。。経 理 区 分 撮 替 額 ・・・③

ヽ颯

"α

沿 74,500おヾ 5鮮叡Ю

70,000

2,500

7,000

引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額

次 期 繰 餞 正 味 財 産 額 ③

,I:

|

|



※以下の事業での収益を指す。

進学相談および手続き支援事業収益

日本語教育事業収益

生活理解促進事業収益

防災 。医療・福祉への意識啓発事業収益

地域社会との交流事業収益

異文化理解・交流事業収益

地域のまつりやイベント等への出店事業収益



書式第 6号 (法第 10条関係)
設立用

特定非営利活動法人EDCF 設立趣旨書
日本に住む外国籍の (または外国にルーツを持つ※以下同じ)居住者の数は年々増えています。その数
について、江戸川区では2024年、新宿区を超え、都内で最多となりました。江戸川区役所でも同年10月 に

多文化共生センターを開設するなど、行政としても対応を進めています。特に、区内に住むインド国籍の

居住者の割合は、埼玉県川口市に住むクルド人居住者の割合と似ていると言われます。川口ではクル ド人

の排斥を求めるなど問題が表面化していますが、江戸川区では共生への道が比較的に整いつつあると、捉

えられています。

今から

“

年以上前の19質年、西葛西に初めて、複数のインド人が居住のためにやつてきました。その

方々が日本での暮らしをより豊かなものにするため、日本での生活様式をインド人同士で共有、受け継い

できました。そのおかげで、 IT業界におけるん∞年問題をきっかけに来日したインド人にとつて、西葛
西は住みやすいエリアとなり、「日本で暮らすなら西葛西で」という意識が広まりました。現在では、西

葛西、清新町エリアはリトルインディアとも呼ばれ、実際に8,∞0人を越えるインド人口が江戸川区に集

中しています。また、江戸川区には、インド以外の中国、ベ トナム、ネパール、韓国などの他の国籍の居

住者も数多くいます。

一方で、清新町にある団地などでの生活の実態をみると、残念ながら、一人ひとりの生活には、困難や

トラブルも起きています。外国籍の方の夜の集まりによる音の問題に悩み、繰り返し注意しても変わらな

い現状に、外国籍の方への気持ちが怒りと変わってきている人、また、長く仲良くしてきた隣人が亡くな

り、直後に入居した人が外国籍の方で、慣れない音や匂い等に悩まされ、ついには引っ越しを決断し
た

人、子ども含めた集まりが夜中になっても共有スペースで続くので注意しても、
「子どものやつているこ

とだから」と要望にも意に介さず、諦めの心境になっている自治会…。私が住んでいる分議
マンションで

も、不適切なゴミ捨ての実態により、数年前から、ゴミ捨て場での英語での注意書きが掲示されるよう
に

なりました。

また、2025年の参院選以来、外国籍居住者および訪日外国人に対して、排他的感情を持
つ日本人が増え

てきています。その風潮には、身近に接している外国籍居住者の友人達も大変心配して
います。近所の

スーパーでも、日本人客とインド人客の間に警察沙汰となるもめ事が起きたことを、複数
の友人から聞い

ています。このような背景から、公共交通機関を利用する際も、周りの日本人に触れな
いよう気をつけて

いること、宿泊を伴う遠出を控えていることも聞きました。実際に、私も、電車を利用し
た際、隣に座っ

た外国籍の乗客に対して、嫌悪感を示した日本人の乗客を目撃しました。私たちが接し
ている多くの外国

籍の友人達は、外国籠の住民にとつて今後も、日本が安全で住みやすい国である
ことを願っています。し

かし、上述する通り、日本人と外国籍居住者の間にある相互理解の欠如により、残念な
がら双方ともに不

幸になる状況も生まれています。

私たちはこれまで、個人的に、友人や知人、江戸川区内の施設職員様や自治会
の役員様、区役所の多文

化共生センターの職員様などに声がけして、日本語サロンや多丈化共生に
ついて考える意見交換会、救急

講習などを開催し、えどインフェス (江戸川区葛西エリアで 3年前より開催されている多様な魅力
の発

信、地域活性化を目指すイベント)にも参加してきました。しかしながら、個人
ベースで活動しているた

め、活動は小規模にならざるを得ません。活動に興味を持っていただけそうな近隣
の住民に、幅広く参加

を促すことは難しく、持続可能な活動を維持しにくいと感じています。



私たちは、生活面で様々な因りごとを抱えている、また、日本で生活していく上で必要な情報 (ゴ ミ出 |

しや、防災に関する知識等)を習得していないであろう地域の外国籍居住者のサポートを強化すると同時 |

に、外国籍居住者との共生に悩んでいる地域の日本人居住者が、外国籍居住者と歩み寄り、よりよい日常

を築いていくためのサポート体制を構築したいと考えています。国籍や言語、文化、宗教に関係なく、日 |

本人、外国籍の居住者双方が、お互いの生活や文化を尊重し、よりよい関係性の構築と共生に向けて考え |

ていくこの思いを実現するため、私たちの活動のさらなる拡大を目指し、私たちの活動に賛同してくれる
.

誰もが参加できる団体である、非営利活動法人を設立することを決意いたしました。法人名EIEFは

電囀。y〕ve面域,o“腱■en血聰."というフレーズの頭文字に由来します。多様性を尊重しつつ、楽しみ
ながら創造していく組織作りを理念として掲げます。

本法人は、江戸川区の清新町、西葛西を中心とした外国籍居住者と日本人居住者、双方の絆を深める活

動を実施することで、現代の日本における多文化共生社会の実現に貢献できることを目指します。特定非

営利活動法人になった暁には、定期的な総会の実施や、法令で定められた書類の作成・提出、一般市民
ヘ

の情報公開などを適切に行うことで、地域的及び社会的信用を得、健全な法人運営を展開していきます。

申請に至るまでの経過  (*印は代表のみ対応。)
2025年 5月  日本語サロン2日実施。

※日本語指導経験者様のご協力。清新町と臨海町のコミュニティ会館にて開催。

東京出入口在留管理局での手続き同行。 (*)

2025年 8月  なごみの家葛西南部での災害に強い地域づくり分科会オブザーバー参加。 (*)
清新プラザ自治会大脇会長様インタビュー。 (*)

2025年 9月  なごみの家葛西南部での防災セミナー参加。 (構師 :江戸川区防災ボランティア)(*)
江戸川区内の公立中学校学校公開同行。 (*)

2025年 10月  清新町の多文化共生についての意見交換会実施。
※地域の自治会メンパー、なごみの家葛西南部所長様、江戸川区役所職員様のご参加。

東京都職員様、東京都つながり創生財団職員様、オブザーバーとしてのご参加。

日本語サロン2日 実施。

※日本語指導経験者様のご協力。なごみの家葛西南部と清新町コミュニティ会館にて開催。

2025年 11月 なごみの家葛西南部で実施の認知症サポーター姜成講座イベントに参加。
なごみの家葛西南部での第11回地域支援会議参加。

江戸川区内の公立小学校就学前検診同行 (*)

2025年 12月  江戸川区内の大手塾に中学受験についての質問同行 (*)
救急講習イベントを、なごみの家葛西南部にて実施。 ※葛西消防署のご協力。

2026年 1月  JKKコーシヤハイム自治会役員会ォブザーパー参加。(*)
JKKコーシャハイム新年会参加。

えどインフェス出店。 (こ ども向けおもちゃくじ販売と出店内容は以下)

「日本の学校相談 "α剛国山嘔 for NOnJapane"n"m"Ah祗 Iα」J4駆Ю
“
School ufe"」

※日本の学校、幼稚回、保育園での生活がどのようなものか、英語またはやさしい日本語で伝える。

特定非営利活動法人EⅨ

「

の設立を有志で確認。

2026年 2月  江戸川区内の公立小学校入学前説明会同行 (*)
Л区コーシャハイム自治会役員会ォブザーパー参加。(*)

特定非営利活動法人EⅨFの設立総会開催。

2026年 2月 1,日

設立代表者 氏名  寺坂 めぐみ




